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計画策定の趣旨 三豊市の現状 

計画期間 

計画の位置づけ 

本市では、平成 31 年に策定した「三豊市第２次総合計画」の将来像である「One MITOYO ～心つ

ながる豊かさ実感都市～」の実現をめざし、令和元年度から５年度までの５か年を計画期間とした、「三

豊市農業振興計画後期計画」を策定し、各種施策・事業を実施してきました。 

 しかしながら、円安等の影響による原材料等の価格高騰などに伴う収益の減少や農業従事者のさらな

る高齢化・減少による労働力不足、それらに伴う耕作放棄地の増加など、農業を取り巻く状況は大きく

変化しています。 

このような状況の変化や、上位計画の推進に寄与すべく、これからの農業振興の基本方針等を明確に

し、その実現に向けての取組を行うため、新たな「第 2 次三豊市農業振興計画」を策定します。 

上位計画

関連計画

三豊市第2次総合計画（令和元年度～10年度）

第2期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和2年度～6年度）

第2次三豊市農業振興計画

〜みのり豊か、しぜん豊か、ひとが豊か三豊市農業～

（令和6年度～15年度）

国

食料・農業・農村基本計画

（令和2年3月）

香川県農業・農村基本計画

（令和３年10月）

香川県みどりの食料

システム基本計画

（令和5年3月）

三豊農業振興地域整備計画書

（令和6年3月）策定

三豊市農業経営基盤強化促進基本構想

（令和5年９月）策定

三豊市鳥獣被害防止計画

（令和５年4月）策定

国の「食料・農業・農村基本計画」、県の「香川県農業・農村基本計画」、本市の「三豊市第２次総

合計画」及び「第２期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」との整合を図りながら、本市の農業・

農村に関する施策を計画的に推進するための指針として位置づけます。 

（10年間）

令和１１年度に中間見直しを行います。 

■農家数 令和２年の総農家数：4,291戸 平成 27年比：約 16％の減少 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

   

               

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    

■年齢別農業就業者数 

令和２年の農業就業者数：3,130人 平成 27年比：約 32％の減少 

65 歳以上の高齢者：約 75％を占める 

■農産物販売の部門別の農業経営体数 

主に稲作、露地野菜、果樹類、花き・花木から構成 

稲作：約半数を占める 

資料：農林業センサス（各年２月１日現在） 

資料：農林業センサス（各年２月１日現在） 

資料：農林業センサス（各年２月１日現在） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課 題 

資料：三豊市遊休農地調査（12月現在） 

合計 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑

2,293.50 329.7 1,963.80 78 61.9 11.1 7.8 240.6 1,894.10

赤耕作放棄地計

令和4年

緑 黄

■耕作放棄地の状況 

令和 4年：2,293.5ha 令和 2年比：2.1％増加 

中山間地のみならず、平野部の農地においても遊休化、荒廃化が進んでいる箇所が存在する。 

【緑】耕起・抜根・整地により直ちに利用可能 

【黄】大規模な整備をすれば利用可能 

【赤】森林・原野化し耕作可能な農地への復元困難 

■10年後の農業経営 

縮小を含めて「維持」が過半数を占める。

「縮小」「農地の引継ぎ先が決まっていな

い」で過半数を占める。 

資料：アンケート調査 

■営農・経営について 

高齢化に伴う後継者問題、農業離れ問題が深刻化している。 

新規就農者とのマッチングが上手くいっていない。 

稼げる農業とブランディング化、販路拡大が必要。 

資料：事業者ヒアリング 

みのり豊か、 

しぜん豊か、 

ひとが豊か 三豊市農業 

課題  

農作物への鳥獣被害

と捕獲者の確保 

課題１ 

農業従事者の高齢化 

と担い手の確保 

課題３ 

農産物マーケティング

戦略の確立 

めざすべき姿と施策体系 

基本方針 　 施　策

 - ．経営負担の軽減支援

 - ．経営体育 と法人化の促進

 - ．農産物の高付加価値化・消費拡大の促進

 - ．新規就農の促進と支援

 - ．認定農業者の育 

 - ．集落営農組織の設立促進

 - ．現存農地の適正管理と保護

 - ．中山間地域への支援

 - ．鳥獣対策の強化と被害の未然防止策の推進

 - ．有害鳥獣捕獲者の支援と確保

４．生産基盤の整備
 - ．土地改良施設の適正管理

　　　　　及び農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮

５．環境・景観の保全  - ．環境保全型農業の促進

１．安定経営と稼ぐ力の向 

 ．担い手の育 と

　　耕作放棄地対策

３．有害鳥獣対策の推進



 

 

施策の展開と成果目標 

■基本方針１ 

安定経営と稼ぐ力の向上 

（1-1） 経営負担の軽減支援 

・経営コストの縮小、作業の効率性向上に向けた農業用機械等の

導入支援、共同利用体制の強化 

・国や県が実施する各種補助制度の情報提供と活用促進 

・兼業農家や小規模農家の維持・発展 

・ICTを活用したスマート農業の情報収集と情報発信 

（1-2） 経営体育成と法人化の促進 

・生産性向上を目指す経営体支援 

・高い経営管理能力を備えた経営組織の育成 

・企業経営への移行促進、経営安定と発展に向けた法人化推進 

・新たな担い手の確保 

・企業の農業参入や関連企業の誘致 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

農地所有適格法人数 30法人 

（1-3）農産物の高付加価値化・消費拡大の促進 

・高需要が見込まれる産品の栽培 

・特産品の開発による高付加価値化 

・６次産業化等による魅力ある商品開発促進 

・学校給食など食育に通じた地産地消を推進 

・三豊市産農産物の魅力を広めるための取組 

「市長トップセールス」「各種イベント参加」による販売促進 

・広報活動による、地域農産物の魅力発信 

・薬用作物の産地化（栽培者数、栽培面積の拡充） 

・環境に配慮した有機農産物づくり（新規生産者の確保） 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

新規有機農業取組者数 目標値5人 

 

■基本方針 2 

担い手の育成と耕作放棄地対策 

（2-1）新規就農の促進と支援 

・新たな農業人材の育成 

・あらゆる就農希望者に対する就農相談、農業体験実施 

・集約農地の斡旋や生産技術の習得支援 

・就農から自立に至るまで一元的なサポート実施 

●成果指標● 

項 目 R6～10目標 

新規就農者数 延べ110人 

（2-2）認定農業者の育成 

・認定農業者に対する、関係機関との連携による研修会の開催支

援 

・認定農業者の新たな確保・育成 

・国及び県の補助等の制度の周知 

・経営規模拡大を希望する認定農業者に対する農地斡旋、集約化 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

認定農業者数 280人 

（2-3）集落営農組織の設立促進 
・集落営農組織設立推進 

・地域の実情に応じた機械の共同利用、共同作業の推進 

・コスト低減や生産性向上への取組 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

集落営農組織数 25組織 

（2-4）現存農地の適正管理と保護 

・「三豊農業振興地域整備計画書」に基づく農地利用、農地パト

ロールの実施 

・優良農地の適正管理と確保、遊休農地の利活用促進 

・農地の有効利用と荒廃農地の発生防止を図る 

・耕作放棄地の解消と発生防止 

・農業経営に必要な農地の確保、農地の集積・集約化 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

担い手への農用地の利用集積面積 1,583ha 

（2-5）中山間地域への支援 

・耕作不便地である中山間地域の遊休地化防止 

・農業生産活動の継続に向けた支援の実施 

■基本方針 3 

有害鳥獣対策の推進 

（3-1）鳥獣対策の強化と被害の未然防止策の推進 
・地域における鳥獣対策の強化 

・自主的な防護柵の設置に対する支援 

・防護柵の適正な点検管理、未整備箇所への設置促進 

・鳥獣の餌場や住処となる場所をなくす等、鳥獣被害の未然防止

に向けた対策推進 

・地域ぐるみでの「集落防護柵整備」「捕獲、又は追い払い活動」

「鳥獣対策勉強会」を実施 

・鳥獣被害防止対策に取り組む地域を支援 

（3-2）有害鳥獣捕獲者の支援と確保 

・三豊市鳥獣被害対策実施隊の人員確保 

・狩猟免許取得の促進 

・有害鳥獣の捕獲活動支援（捕獲奨励金の交付、捕獲用具補助、

ICTを活用した低コストで簡易な箱罠等の情報収集、導入促進

等） 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

三豊市鳥獣被害対策実施隊員数 170人 

 

■基本方針４ 

生産基盤の整備 

（4-1）土地改良施設の適正管理及び農業・農村が有する
多面的機能の維持・発揮 

・農業生産基盤の安定化 

・農道、ため池、用排水施設等の整備及び適正な維持管理の実施 

・維持管理に関しては、農道やため池、水路等の維持と質的向上

を目的とした多面的機能支払制度の推進 

・農業者等の活動組織が取り組む地域の共同活動支援 

・農村で農業生産活動が行われることにより生まれる「農業・農

村の多面的機能」といいます。 

・多面的機能がもたらす効果は、農村の住民だけでなく国民の大

切な財産であり、これを維持・発揮させるためにも地域活動や

営農の継続等に対する支援の実施 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

整備計画の策定率 100％ 

 

■基本方針 5 

環境・景観の保全 

（5-1）環境保全型農業の促進 
・地球温暖化の防止 

・生物多様性の保全に効果の高い営農活動に対する普及促進と

支援 

・「環境保全型農業直接支払事業」に取り組む団体・面積の増加

を促進 

・「みどりの食料システム戦略」がめざす環境に配慮した農業へ

の取組 

・化学肥料や化学合成農薬の低減をめざし、有機農業や環境保全

型農業に取り組む人材育成 

●成果指標● 

項 目 R10目標 

環境保全型農業の取組組織数 ３組織 
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